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社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例（平成24年京都府条例第23号） 新旧対照表

社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例（平成24年京都府条例第23号）
備 考

現 行 改正（案）

（サービス提供の方針） （サービス提供の方針）
第17条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活すること 第17条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活すること
ができるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生き ができるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生き
がいをもって生活することができるようにするための機会を適切に提供しなければな がいをもって生活することができるようにするための機会を適切に提供しなければな
らない。 らない。

２ 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧 ２ 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧
に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な
事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

３ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は ３ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は
他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘 他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘
束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行っては 束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行っては
ならない。 ならない。

４ 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入 ４ 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入
所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない

（新設） ５ 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じ 身体的拘束等の
なければならない。 適正化を図るた

めの具体的措置
を規定


